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　本年度の小清水町功労者表彰式が 11 月 3 日（水曜日）に愛ホールで
行われ、各分野においてご尽力・ご活躍された 3名が受賞をされました。
　このたびの受賞、誠におめでとうございます。

本町の発展に多大なる功績
令和3年度　小清水町功労者  表  彰
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▲受賞者 前列左から　田優介さん・中山則子さん・三浦司さん

　

平
成
２０
年
１
月
か
ら
平
成
２６
年

３
月
ま
で
人
権
擁
護
委
員
と
し
て

地
域
の
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受

け
、
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に
貢

献
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
１７
年
１
月
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
、
小
清
水
町
社

会
福
祉
協
議
会
評
議
員
と
し
て
本

町
の
社
会
福
祉
事
業
の
健
全
な
発

達
と
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
の

活
性
化
に
尽
力
さ
れ
、
本
町
の
社

会
福
祉
の
充
実
に
大
き
く
貢
献
さ

れ
て
い
ま
す
。

社

会

功

労

者

防

災

功

労

者役場子育て支援課こども支援係   ☎ （ 6 7） 5 0 5 8　　・　 　　保育係　☎ （ 6 2） 2 7 0 2お問い合わせ先

１.入所要件 　①年齢が、令和４年４月１日現在で生後６ヶ月以上６歳未満の児童
                　②保育の必要性が認定されている児童（下記を参照ください。）
　                　※入所中に保育の認定事由がなくなった場合は退所となります。
　                ③伝染病、または重い疾病がなく、心身ともに保育所の保育に耐えられる児童

２.入所申込みに必要な書類 　町立小清水保育所で配付します。
　               ①入所申込書
　               ②保育認定申請書
　               　※認定事由により添付書類が必要です。

３.申込用紙配付開始日  

　　            令和３年１２月１３日（月）

４.申込期間及び申込先

　               ①申込期間　令和４年１月１７日（月）～   
　　　　　　　　                    令和４年１月３１日（月）   
　               ②申 込 先 　町立小清水保育所   

５.入所の決定

　               令和４年２月中に決定し、通知します。   

６．保育料の決定

　               保育料は、４月上旬に決定し、通知します。   
　               保育料は、町民税の額（世帯合算）に応じて
                  算定します。   

　町が保護者の申請を受け、客
観的な基準に基づき保育の必
要性を認定することとなります。 
　この認定にあたっては、右記
の区分に該当する「事由」（保
護者の就労、疾病など）、「保育
必要量」（保育標準時間、保育
短時間）について確認を行い、
決定します。

保育の必要性の認定について

令和4年度 入所希望児童募集!!
町立小清水保育所

分　　　類　　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　項

①就労（フルタイムの外、パートなどに対応。一時預かり対応は除く）

②妊娠、出産

③保護者の疾病、障がい

④同居または長期入院等している親族の介護・看護

⑤災害復旧

⑥求職活動（起業準備を含む）

⑦就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

⑧その他、上記に類する状態として町長が認める場合

①保育標準時間：1日11時間まで（就労の下限は、1月あたり120時間以上）

②保育短時間：1日8時間まで（就労の下限は、1月あたり64時間）

事　　　由

保育の必要量

保育所負担金（保育料）月額は、町民税額により下記のようにな
ります。　　　　　　　　　　　（保育標準時間の一部抜粋です。）

税　額　等　　　　　　　3歳未満児　　　3歳以上児

～（途中階層省略）～

～（途中階層省略）～

～（途中階層省略）～

～（途中階層省略）～

0円

０円

０円

０円

０円

0円

21，０００円

30，０００円

３9,０００円

51,０００円

市町村民税非課税世帯

市町村民税の所得割額が
6万7千円以上9万7千円未満

同じく
13万3千円以上16万9千円未満

同じく
21万1千円以上30万1千円未満

同じく
39万７千円以上…（最高額）

＊4月から8月分は、前年度の市町村民税により、9月分以降は、
  当年度の同税により決定します。
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